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当協会へのお電話でのお問い合わせは

http://www.akiyasoudan.jp

協会のご案内
空き家相談士認定講座

講義内容

第 1 章　総論

第 2 章　空き家に関する実体法的論点

第 3 章　空き家と関連法規

第 4 章　空き家に係る税務知識

第 5 章　空き家に係る建築知識

第 6 章　空き家の現状と国・地方自治体の取組

第 7 章　空き家相談

第 8 章　空き家の予防

第 9 章　空き家管理

第10章　空き家ビジネス

第11章　空き家の利活用など

認定試験

■戦前戦後の不動産と住宅事情 ■戦後の地価の上昇と変遷
■少子化問題 ■高齢化問題 ■空き家とは■空き家相談士とは
■コンプライアンス 等

■空家等対策の推進に関する特別措置法 ■賃貸借契約
■不法行為 ■実際の紛争解決方法 等

■不動産登記 ■相続 ■遺言 ■成年後見 ■信託 等

■不動産保有に係る税金 ■所得税
■相続税と相続時精算課税制度 ■贈与税 等

■空き家の運用方法 ■建築基準法（耐震規定）の改正
■耐震診断 ■用途変更と建築確認申請
■建築物の解体 ■リノベーションとコンバージョン 等

■空き家の現状 ■特別措置法関連情報 等

■相談業務の概要 ■空き家相談の窓口業務
■相談のための基礎知識 等

■空き家予防の必要性 ■紛争の未然防止
■親子の意向の確認 ■処分や利活用の準備 等

■管理の必要性 ■管理のポイント ■管理ビジネス 等

■空き家ビジネス 等

■空き家発生のメカニズム ■利活用のための基礎知識
■「居住者がいない」要因の整理と対処策 等

※お申込みいただきますと、こちらの
　全304ページの認定講座テキストを
　事前にお送りいたします。
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不動産コンサルティングマスター

弁護士
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一級建築士

不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルティングマスター

一級建築士・マンション管理士
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❶ 二日間の認定講座を受講 …または、
❷ 通信教育で自宅学習（テキスト資料DVD等郵送）
各々最後に行う認定試験に合格し、当協会へ登録することで
《空き家相談士》を取得することができます。ご興味のある方は
ぜひお申し込みください。詳細はホームページをご覧ください。

《空き家相談士》の資格取得は2通りの方法があります

受講料・通信教育料等

❶ 受　講　料（認定講座を受講の場合） 60,000円
❷ 通信教育料（通信で自宅学習の場合） 60,000円
【試験合格後、別途登録料 20,000円かかります（2年ごとに更新）】

受講資格

特にありません、どなたでもご受講いただけます。

募集中通信教育受講



全国空き家相談士協会とは

「一般社団法人 全国空き家相談士協会」は、空き家の利
用・活用・管理及び除却に関し、必要な知識の普及、調査
研究、対策事業の推進を行い、空き家問題の解決に努め
るとともに、会員の相談業務の技能と資質の向上を図っ
て、全国ネットワークを形成し、会員相互の協力と連携に
より、ビジネスの振興を実現し、公共の福祉の増進と社
会の発展に貢献することを目的に設立をいたしました。

北海道から沖縄まで全国各地の空き家相談士を、空き家
相談士協会のホームページ上に掲載しております。これ
までに様々な業種の方が、空き家相談士に認定され、活
躍しています。
受講資格は問いません。
業種は、（不動産業・建設業・建物解体業・リフォーム業・
債務保証業・水道工事業・介護福祉業・建物管理業・郵便
事業・金融業 等）（弁護士・税理士・公認会計士・司法書
士・行政書士・土地家屋調査士・賃貸不動産経営管理士・
宅地建物取引士・不動産鑑定士・公認 不動産コンサル
ティングマスター・一級建築士・公務員・教師・保険事業
者・ファイナンシャルプランナー 等）その他、様々な方が
受講し資格を取得しています。
空き家相談士は、全国ネットワークで、お互いに空き家の
問題や情報を交換・連絡し、解決しています。

ホームページ上で空き家相談士を紹介

空き家相談士とは

空き家相談士の法令順守と倫理

空き家相談士の相談業務は、相談者のプライバシー
にも関わる内容を聞いたうえで、問題の解決方法・物
件の適切なる処分方法について相談に乗ることです。
したがって、依頼者との信頼関係を築いたうえで業務
を遂行することが必要であり、業務上知り得た秘密を
守る守秘義務を厳守し、同時に社会的なモラルを守
らなければなりません。
相談業務を行うものとしては、まず法令に従った業務
処理と、依頼者と社会に対する倫理を大切にすること
が重要です。空き家相談士は空き家相談業務を通じ
て、信頼性のある地域社会のリーダーとなる資格であ
り、行政機関との連携をもって空き家問題の解決に努
力することが期待されています。

専門知識の習得

空き家相談士が学ぶことは多岐にわたります。
まず、平成27年5月に施行された「空家等対策の推進
に関する特別措置法」を理解すること、次に賃貸借契
約や保証契約・不法行為等、そして実際の紛争解決の
様々な方法、重要な強制執行手続と行政代執行手続を
学ぶことです。税務については空き家に関する固定資
産税・都市計画税・所得税・中古資産の耐用年数や不動
産の譲渡所得税、相続税・贈与税等の知識を学ぶこと、
登記については特に近隣者との境界確定、相続や遺
言・後見について、建築については空き家の利用活用の
運用方法や解体知識、建築基準法の改正やコンバー
ジョン、リフォーム等のやり方の知識を習得することが
重要です。

空き家相談士の使命・役割

空き家相談士の役割は、空き家・空地で困っている相談
者の相談に応じ、適切な管理を促すことで、空き家の放置
を防止し、有効に活用されるようにコンサルティングする
ことです。
空き家等に関する、様々な問題点(権利関係・相続問題・
建築規制・税制・資金繰り等)を解決し、その物件の地域
性や特性を踏まえてリノベーション・コンバージョンを行
い、価値を高め、賃貸物件として利活用したり、また、処分
や解体ができるようにすることが重要です。
空き家・空きビルをリノベーションしたうえで、グループ
ホーム・シェアハウス・ホテル等に転用することは、空き家
の有効活用を図るだけでなく、街の活性化にも繋がる大
事な仕事と言えます。
空き家問題を解決するためには、空き家を取り巻く社会
環境・法律・税務・登記・相続に関する知識、また、リノ
ベーションを行う際の建築に関する規定等の多岐にわた
る知識と技量を身につけることです。
空き家相談士とは、これらの知識を学び、そのうえで高い
見識を持って依頼者の相談に乗り、社会に貢献していく
重要な役割を担っています。


